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住民税（特別区民税・都民税）、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施について 

 

 

住民税（特別区民税・都民税）（以下「住民税」という。）や国民健康保険料の収納率は、

口座振替加入の推進、督促・催告の工夫、滞納処分の強化など、所管分野による様々な取

り組みや、全庁挙げての一斉臨戸徴収等により、それぞれ上昇に転じてきたところである。

しかし、住民税及び国民健康保険料を確保し、更なる収納率向上を図るため、以下のとお

り一斉臨戸徴収を実施する。 

 実施方法は前回と同様、強い警告を示す内容を記載した催告書を直接手渡しする「訪問

送達」を中心に行い、早期納付を促すこととする。 

 従事者は以下の職員とし、区民の生活実態に触れ、徴収の大変さを直接経験する重要な

機会とするとともに、徴収業務の重要性の認識やコスト意識を高めていく場とする。 

 

記 

 

１ 実施日 

平成２８年１２月１１日(日) 

※住民税、国民健康保険料とも同日に実施 

 

２ 従事予定職員 

１９６人 

・管理職（再任用職員を除く）・管理職選考合格者 

・今年度昇任者（総括係長、係長、主任主事）（庁内のみ） 

・新規採用１年目職員（庁内のみ） 

※２人１組で訪問する。 

 

３ 臨戸予定組数 

  ９８組（内訳：住民税 ５２組、国民健康保険料 ４６組） 

 

４ 訪問予定世帯数 

  １組あたり約６０世帯（合計約５，９００件） 

 


